
ＪＲ東海労ニュース
こんな非常識・ふざけた話があるか！
告訴から232日、就業制限から67日！

はじめて「事情を聴きたい」！？
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聴きたいことがあれば警察に聴け！
蒲郡駅・山口駅長よ、社員・部下を警察に

売り渡したあなたの罪は大きい！
会社にハシゴを外されないように！

世の中、間の抜けた話はいくらでもあるが、わがＪＲ東海の話もひど

い！

昨日9月17日、会社は加藤さんに対して「事情を聴きたいから19日に来

てくれ」と連絡し、加藤さんは「いつ」の「何の」事情か？と聞き返し

たが「話はその時に」と口を濁した。会社が中村署に「刑事告訴」して

から232日、家宅捜索を受け、就業制限をうけてから67日。会社は「今後

の警察の捜査を見守る」と言いながら、逮捕もなければ、未だ起訴もさ

、 「 」れず 振り上げたコブシをどうするか迷ったあげくに 事情を聴きたい

とは本末転倒ではないか 「被疑者」であることが処分の理由であるなら。

ば 「嫌疑なし不起訴」になってからは処分の理由がなくなるから、その、

前に「所定の手続き」としての「事情を聴きたい」ということなのか！

第１回口頭弁論は10月16日、右往左往せずに早く「答弁書」を出したま

え！


